
庁      議  

              日時：１０月１１日（月）ＡM８：３０ ＜庁議室＞ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【市長挨拶】 

 

 

 

 

 

【協議事項】 

 

１ 損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について       都市政策部長 

 

２ 損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について       教育部長 

 

 

【連絡事項】 

 

１ 令和３年度システム入替えに伴う賃貸借について           企画部長 

 

２ 令和３年度太田市民文化功労賞・奨励賞受賞者の決定について     市民生活部長 

 

３ ２０２１太田スポーツ・レクリエーション祭中止に伴う代替事業開催  文化スポーツ部長 

について 

 

４ 太田市下水道事業審議会の設置について               都市政策部長 

 

５ 消防用設備等の設置命令違反をした者の告発に係る処分の決定について 消防長 

 

６ 投票所における新型コロナウイルス感染防止対策について       総務部長 

 

 

【その他】 

 

 

 

 

 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

◆ 次回庁議予定 ◆１０月２６日（火）AM８：３０～ ＜庁議室＞ 案件名報告：１０月１４日 (木)PM5:00 
                                    資 料 提 出：１０月１９日 (火)PM5:00 



１０月１１日 庁議提出案件           資料No.１   
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              都市政策部長 氏名 齋藤 貢   内線（TEL）２８００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 

 

【 目 的 】 

  東矢島土地区画整理事業地区内で発生した事故に関し、損害賠償の額を定め、和解するこ

とについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処

分したことを報告するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 土地区画整理事業地区内で発生した事故による損害賠償表 

 
専決処分日 

損害賠償額 

（損害額） 

過失 

割合 
事故概要 

１ 令和3年9月24日 190,630円 

(190,630円) 
10割 

令和３年１月１９日午後０時５分頃、太田市

南矢島町２０番地２付近において、相手方が

自己の所有する乗用車を運転中、当課で設置

していた表示看板が、強風により道路上に倒

れたことにより、当該乗用車の右側ヘッドラ

イト、フロントバンパー等が損傷し、その所

有者である相手方に損害を与えたものであ

る。 

 

２ 本件に関し、市と相手方との間には、上表に記載のほか、一切の債権債務関係がないこと 

を相互に確認する。 

 

３ 損害賠償の支払い ㈱東京海上日動火災保険賠償責任保険にて対応しました。 

 

４ その他 地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和３年１０月委員会協議会あてに 

報告します。 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 都市政策部 市街地整備課 管理指導係 内線2832 47－1841 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



１０ 月１１日 庁議提出案件           資料No.２  
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

            教育部長 氏名 春山 裕  （TEL）２０－７０８０ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 

 

【 目 的 】 

 公用車の運転中に発生した事故に関し、損害賠償の額を定め、和解することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分したこと

を報告するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 公用車の運転中に発生した事故による損害賠償表 

  専決処分日 
損害賠償額 

（損害額） 

過失 

割合 
事故概要 

１ 令和３年９月２２日 
1,574,498円 

(1,574,498円) 
１０割 

令和２年１２月１０日、太田市本町

２１番１５号付近の県道において、

職員の運転する公用車が、道路工事

により片側交互通行であったため

一旦停止した後、停止位置を改める

ため後退したところ、停止していた

相手方の運転するバイクに衝突し

たことにより相手方に負傷を負わ

せ、当該負傷の治療に要する費用相

当額等の損害を与えたものである。 

 

２ 将来相手方に後遺障害が発生した場合は、医師の診断に基づき別途協議します。 

 

３ 本件に関し、市と相手方との間には、上記に記載のほか、一切の債権債務関係がないこと

を相互に確認します。 

 

４ 損害賠償の支払い 損害保険ジャパン株式会社一般自動車保険にて対応予定です。 

 

５ その他 地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和３年１０月委員会協議会あてに

報告します。 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 教育部 教育総務課 総務係 ２０－７０８０ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



１０月 １１日 庁議提出案件 資料No.１
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

企画部長 氏名 栗原 直樹 内線（TEL）2200

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】令和３年度システム入替えに伴う賃貸借について

【 目 的 】

令和３年９月末をもってリース満了となるシステム機器について、今後の保守対応が難しい

ため、機器入れ替えを行い、機器仕様及び台数が確定したことから、財政負担の平準化のため

６０ヵ月の賃貸借とし、競争の利点を活かすため、また市全体の経費削減を目的に他課のシス

テム機器と合算して入札を行うことで、リース料率の低減を目指すものです。

【 概 要 】

1 契約対象システム

合計（税抜）663,507,460円

2 契約締結日 令和３年９月３０日

3 借上期間 令和３年１０月１日～令和８年９月３０日（60ヵ月：長期継続契約）

4 契約方法 指名競争入札

5 予定価格 月額 11,677,731円（税抜） ※リース料率1.76％

6 落札金額 月額 11,022,300円（税抜） ※リース料率1.66％、落札率94.39%

7 落札業者 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-9-6 NTT・TCリース㈱関東支店

8 支払い 毎月の履行確認後の請求に基づきシステム毎に担当課が支払い

9 入札参加者 NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱関東支店 NTT・TCリース㈱関東支店

三井住友ﾄﾗｽﾄ･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧｲﾅﾝｽ㈱（辞退） ｼｬｰﾌﾟﾌｧｲﾅﾝｽ㈱関越支店（辞退）

三菱電機クレジット㈱（辞退） 三菱HCキャピタル㈱本社

オリックス㈱（辞退） リコーリース㈱関東支店（辞退）

みずほ東芝リース㈱（辞退） 芙蓉総合リース㈱高崎支店（辞退）

㈱JECC本社

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 企画部 情報管理課 情報管理係 内線 2271 47-1813 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

No システム名 システム購入先 担当課 システム価格（税抜）

１ 戸籍総合システム ㈱両毛システムズ 市民課 40,000,000円

２ 家屋評価システム NTT-ATエムタック㈱ 資産税課 9,820,000円

３ 財務文書管理システム ㈱ジーシーシー 情報管理課 42,922,000円

４ 人事給与システム ㈱ジーシーシー 情報管理課 8,100,900円

５ 内部情報系共通基盤 ㈱両毛システムズ 情報管理課 28,000,000円

６ 住基系統合システム ㈱両毛システムズ 情報管理課 518,800,000円

７ エンドポイントシステム ㈱カワムラ 情報管理課 13,749,000円

８ 議会中継システム ㈱フューチャーイン 情報管理課 2,115,560円



 １０月 １１日 庁議提出案件           資料No.２     
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              市民生活部長 氏名 石坂 之敏   内線（TEL）２４００ 

  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

 令和３年度太田市民文化功労賞・奨励賞受賞者の決定について 

 

 

【 目 的 】 

 太田市の芸術、文化の分野において顕著な業績をあげ、太田市の文化の向上・発展のために

貢献した個人に太田市民文化功労賞を、また、その各分野において活躍し、将来を期待される

個人に太田市民文化奨励賞を贈呈し、市民文化活動の奨励・高揚を図ることを目的とします。 

 

 

 

 

 

【 概 要 】 

  １ 選考委員会  各選考委員による書面審査 

 

  ２ 選考結果   〇太田市文化奨励賞受賞者 1名 

 

 

            高
たか

 橋
はし

 芳
よし

 子
こ

  造形芸術分野  華道 

 

 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先  市民生活部 生涯学習課 生涯学習係 外線 ２２－３４４２ 



１０月 １１日 庁議提出案件 資料No.３
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 1.庁議後 】

文化スポーツ部長 氏名 村岡 芳美 内線（TEL）３６００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

２０２１太田スポーツ・レクリエーション祭中止に伴う代替事業開催について

【 目 的 】

新型コロナウイルス感染症拡大によって中止となった太田スポレク祭。参加者管理の観点か

ら、市内高校スポーツ交流戦の開催や公式戦の開催誘致を通じて、スポーツの振興支援、競技

力向上を図ることを目的とします。

【 概 要 】

１．期 日 令和３年１０月２３日（土）・２４日（日）

２．会 場 太田市運動公園内

３．主 催 太田市、（一財）太田市文化スポーツ振興財団

４．協 力 市内高校参加校

５．事業内容

【 備 考 】

問い合わせ先 文化スポーツ部 スポーツ振興課 スポーツ係 外線45-8118

令和３年１０月２３日 令和３年１０月２４日

陸上競技場 第８回太田市ジュニア陸上記

録会（会場提供）

市民体育館 群馬県高等学校バスケットボール選手権大会（会場提供）

野球場 第３回太田地区高校野球交流戦

サッカーラグビ―場 太田地区高校サッカー交流戦



１０月 １１日 庁議提出案件 資料No.４
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

都市政策部長 氏名 齋藤 貢 内線 ２８００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市下水道事業審議会の設置について

【 目 的 】

下水道課では現在、下水道事業の適正かつ合理的な運営と健全な経営に資する下水道使用料

等の改定を経営戦略に基づき検討しておりますが、適正な料金改定を図る為、調査審議する諮

問機関である太田市下水道事業審議会を設置するものです。

【 概 要 】

１.太田市下水道事業審議会委員 １４名

（１）学識経験者 １名

・長谷川 雄哉 関東学園大学（経済学部 経済学科 准教授）

（２）太田市区長会を代表する者 ４名

・橋本 洋一郎 太田市区長会 会長（尾島地区地区会長）

・鶴岡 隆二 太田市区長会副会長（生品地区地区会長）

・柴田 修司 太田市区長会副会長（休泊地区地区会長）

・板垣 惠子 太田市区長会鳥之郷地区城西町区長

（３）太田市民生児童委員協議会を代表する者 ２名

・茂木 鏡子 太田市民生児童委員協議会監事

・大谷 はるみ 太田市民生児童委員協議会理事

（４）商工団体を代表する者 １名

・星野 晃 太田市新田商工会事務局長

（５）農業団体を代表する者 ２名

・清水 由紀江 太田市農業委員会会長職務代理者

・青木 紀美子 太田市農業委員会委員

（６）労働団体を代表する者 １名

・森 仁志 連合群馬太田地域協議会議長

（７）下水道の使用者を代表する者（大口使用者） ３名

・一ノ瀬 和也 社会福祉法人至誠会 清風園施設長

・森下 淳 株式会社SUBARU 総務部施設課長

・佐藤 淳貴 株式会社SUBARU 総務部環境課長

２.委嘱状交付式 令和３年１０月２５日（月） 午後１時４５分～



３.審議会開催日程 令和３年１０月２５日（月）以降４回開催予定

【 備 考 】

問い合わせ先 都市政策部下水道課管理係 内線２６７１ ４７－１９４９ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



 １０月１１日 庁議提出案件           資料No.６   
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               総務部長 氏名 髙島 賢二  内線（TEL）２３００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

投票所における新型コロナウイルス感染防止対策について 

 

【 目 的 】 

投票所における新型コロナウイルス感染防止対策については、投票所内のこまめな換気、

事務従事者間や記載台の間隔保持、手指消毒用アルコールの設置、希望する選挙人への使い

捨て手袋の配付、事務従事者のマスクとニトリル手袋の着用などを実施してきましたが、１

０月３１日に執行予定の衆議院議員総選挙については、従前の消毒済み鉛筆の配置に代わり

キャップ付きの新しい鉛筆を選挙人に配付し、使用後に持ち帰っていただくこととなりまし

たので報告いたします。 

 

【 概 要 】 

１ 準備する鉛筆の数 

   １０３，０００本 

※当日有権者数１７７，０００人×投票率約６０％を想定 

 

２ 仕様 

   黄色の丸型鉛筆、「さよならコロナ 新たな未来へ 太田市」の刻印有 

 

３ 契約金額 

   ３，０５０，５２０円（キャップ、消費税を含む） 

 

４ その他 

  投票所における新型コロナウイルス感染防止対策の周知については、選挙特集チラシや

市ホームページ及び投票所入場券にて行います。 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先  選挙管理委員会事務局 内線２３２６ ４７－３９８８ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 


